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広報もとみや　平成21年6月

ここから下は広告欄です。広告掲載を希望される方は、市役所　秘書広報課へお申し込みください。ここから下は広告欄です。
経済センサス基礎調査にご協力ください
　７月１日現在で、経済センサス基礎調査を行います。こ
の調査は事業所および企業の名称・所在地・従業者数等を
調べる統計調査です。企業の経営判断に有効な基礎資料を
整備することを目的としています。
　６月から調査員がお伺いして調査票を配布・回収します
ので、趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようよ
ろしくお願い申しあげます。
◆問い合わせ先　商工労政課　産業統計係（内線153）

法テラスをご存知ですか？
法的トラブルでお困りの方、お気軽にお問い合せ下さい。

平　日 ９：00～21：00
土曜日 ９：00～17：00時間0570－078374

お な や み な し

日本司法支援センター

北五老内町７－５ イズム37ビル ４階  TEL050－3383－5540
福島

国道４号　競馬場近く

本宮市上水道・下水道工事指定店　　TOTOリモデルクラブ会員の店　
〒969‒1168　本宮市本宮字一ツ屋12－７　　Ｅメール　takamatsu.remo@gmail.com

太陽と地球の元気玉　自然エネルギー有効活用
エコキュート　IHクッキングヒーター

水廻り機器　水栓類全般　各種給湯機器・販売メンテナンス
住宅・設備リフォーム エコ省エネのご相談 見積　無料

TEL 33－5242　　FAX 34－1240

市
県
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　

公
的
年
金
に
係
る
市
県
民
税
の

納
付
に
つ
い
て
は
、
個
人
が
年
４

回
の
期
別
で
金
融
機
関
等
に
納
め

て
い
た
だ
く
普
通
徴
収
と
な
っ
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
21
年
10
月
か

ら
は
、
年
金
支
給
時
に
市
県
民
税

を
差
し
引
か
せ
て
い
た
だ
く
、
特

別
徴
収
制
度
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
納
税
の
方
法
が

変
わ
る
だ
け
で
あ
り
、
新
た
な
税

負
担
が
生
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
手
続
き
も
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

 

対
象
と
な
る
方 

　

４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の
公

的
年
金
受
給
者
で
、
前
年
中
の
年

金
所
得
に
係
る
市
県
民
税
の
納
税

義
務
が
あ
る
方

▼
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

◦
当
該
年
度
の
老
齢
基
礎
年
金
等

の
額
が
18
万
円
未
満
で
あ
る
方

◦
当
該
年
度
の
特
別
徴
収
税
額
が

老
齢
基
礎
年
金
等
の
額
を
超
え

る
方

 

対
象
と
な
る
税
額 

　

厚
生
年
金
、
共
済
年
金
、
企
業

年
金
な
ど
を
含
む
全
て
の
公
的
年

金
等
に
係
る
所
得
に
対
す
る
所
得

割
額
及
び
均
等
割
額

▼
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外

の
所
得
が
あ
る
場
合

◦
給
与
等
他
の
所
得
に
係
る
所
得

割
額
は
、
年
金
か
ら
特
別
徴
収

さ
れ
ま
せ
ん

◦
給
与
所
得
が
あ
る
方
に
つ
い
て

は
、
均
等
割
額
は
年
金
か
ら
特

別
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
。

 

対
象
と
な
る
年
金 

　

老
齢
基
礎
年
金
等
（
老
齢
基
礎

年
金
、
老
齢
年
金
、
退
職
年
金
等
）

　

※
老
齢
ま
た
は
退
職
を
支
給
事

由
と
す
る
年
金
給
付

◦
厚
生
年
金
、
共
済
年
金
、
企
業

年
金
な
ど
い
わ
ゆ
る
２
階
・
３

階
部
分
の
年
金
か
ら
は
特
別
徴

収
さ
れ
ま
せ
ん
。

◦
対
象
と
な
る
年
金
が
複
数
あ
る

場
合
、
介
護
保
険
料
が
特
別
徴

収
さ
れ
て
い
る
年
金
と
同
じ
年

金
か
ら
市
県
民
税
も
特
別
徴
収

さ
れ
ま
す
。

◦
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
か
ら
は

特
別
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
。

 

実
施
時
期 

　

平
成
21
年
10
月
支
給
分
の
年
金

か
ら
実
施
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課　

市
民
税
係

　
（
☎
内
線
１
６
４
・
１
６
５
）

○新たに特別徴収の対象となる年度の場合
　※平成21年度は、全てこの方法となります

 特別徴収の方法 

○前年度に引き続き特別徴収の対象となる年度の場合

普 通 徴 収 特 別 徴 収
（公的年金から引き落とし）

６月 ８月 10月 12月 ２月
年税額の
１／４

年税額の
１／４

年税額の
１／６

年税額の
１／６

年税額の
１／６

特 別 徴 収（公的年金から引き落とし）
仮　徴　収 本　徴　収

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

10月から
その翌年
の３月ま
でに徴収
した額の
１／３

10月から
その翌年
の３月ま
でに徴収
した額の
１／３

10月から
その翌年
の３月ま
でに徴収
した額の
１／３

年税額
から仮
徴収し
た額を
控除し
た額の
１／３

年税額
から仮
徴収し
た額を
控除し
た額の
１／３

年税額
から仮
徴収し
た額を
控除し
た額の
１／３

６月は「児童手当現況届」の提出月間です

現況届の提出をお忘れなく！
～対象の方へ６月上旬に現況届を送付します～

　児童手当を受給している方は、毎年６月に「現況
届」を提出しなければなりません。
　この届は、毎年６月１日における状況を記載し、
児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確
認するためのものです。
　現況届を提出しないと６月分以降の手当が受けら
れなくなりますのでご注意ください。
■現況届に必要なもの
◦印鑑
◦受給者の健康保険被保険者証のコピー
　（国民健康保険加入の方は必要ありません）
※平成21年１月１日に本宮市内に住所がなかった
方は、受給者の前住所地の「平成21年度児童手
当用所得証明書」も必要です。
◦その他、必要に応じて提出する書類があります。

　児童手当とは、小学校６年生までの児童（12歳到達後最初の３月31日までの間にある児童）を養育してい
る方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と児童の健全な育成に役立てることを目的とし
た制度です。

■支給額

■支払時期

■所得制限限度額
　手当の支給には所得制限があり、受給者の所得が一定
額以上の場合には、手当は支給されません。
　１月から５月分までの手当については、前々年の所
得、６月から12月分までの手当については、前年の所
得が対象となります。
　また、所得には一定の控除があり、所得制限限度額は
年によって変更される場合がありますので、詳しくは市
役所の窓口へお問い合わせください。

◆問い合わせ先
本宮市役所　子ども福祉課　☎33－1111（内線107）
白沢総合支所　市民福祉課　☎44－2111（内線520）

　

福
島
県
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

と
福
島
民
報
社
で
は
、
結
婚
し

て
50
年
の
金
婚
式
を
迎
え
る
ご

夫
婦
に
対
し
て
「
金
婚
表
彰
」

を
行
い
ま
す
。

　

自
己
申
告
制
で
す
の
で
、「
該

当
基
準
」
を
満
た
し
、「
表
彰

を
希
望
」
さ
れ
る
方
は
、
市
役

所
高
齢
福
祉
課
ま
た
は
、
お
住

ま
い
の
地
区
の
老
人
ク
ラ
ブ
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
該
当
さ
れ
る
方

　

昭
和
34
年
に
結
婚
さ
れ
た
ご

夫
婦
ま
た
は
、
そ
れ
以
前
に
結

婚
さ
れ
表
彰
を
受
け
て
い
な
い

ご
夫
婦
で
今
回
希
望
さ
れ
る
方

◆
申
込
期
限

　

７
月
10
日
（
金
）

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
福
祉
課　

長
寿
福
祉
係

　
（
内
線
１
１
９
）

金
婚
夫
婦
の

　

皆
さ
ん
を

　
　

表
彰
し
ま
す

児童の年齢及び出生順位 支給月額
３歳の誕生月分まで 出生順位にかかわらず 10,000円
３歳の誕生月の翌月
分から

第１子・第２子 5,000円
第３子以降 10,000円

支給日 支給対象月 備　　　考
６月７日 ２・３・４・５月分 支給日が金融機関休業

日に当たる場合は、そ
の日前の営業日になり
ます。

10月７日 ６・７・８・９月分
２月７日 10・11・12・１月分

宿泊料金　大人（中学生以上）
平　日 ￥6,700～￥9,000
休日前 ￥8,000～￥11,000
《営業時間》　…年中無休…
◦一回入浴　AM９：00～ PM８：00
◦休　　憩　AM９：00～ PM４：00
◦宿　　泊　PM３：00～翌日 AM10：00
※ご宴会15名様以上・料理2,000円以上のご予約で無料送迎いたします。

＆コテージ
お湯が微笑む・自然が歌う

〒969–1302　福島県安達郡大玉村玉井字前ヶ岳国有林７林班に13小班
《お申し込み・お問い合わせ》

TEL：0243－48－2026　FAX：0243－48－4554

▲本宮第一中学校の体育館
（旧本宮体育館）

　

本
宮
第
一
中
学
校
の
体
育
館
の

老
朽
化
に
伴
い
、
本
宮
字
舞
台
地

内
の
本
宮
体
育
館
が
「
本
宮
第
一

中
学
校
体
育
館
」
と
な
り
ま
し
た

の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

学
校
の
施
設
と
な
り
ま
し
た
の

で
、
本
宮
市
立
学
校
施
設
の
開
放

に
関
す
る
規
則
に
基
づ
い
た
貸
し

出
し
と
な
り
、
他
の
学
校
と
同
様

の
利
用
の
仕
方
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
ア
リ
ー
ナ
以
外
の
会
議

室
、
軽
運
動
場
等
に
つ
い
て
は
、

今
ま
で
と
同
様
に
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
で
お
申
込
が
で
き
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
宮
第
一

中
学
校
、
ま
た
は
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

本
宮
第
一
中
学
校

　
（
☎
３
３―

２
２
４
９
）

　

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
３
３―

２
６
１
１
）

体
育
施
設

名
称
変
更
の
お
知
ら
せ


